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【（第11条・第13条関係）説明会意見回答書】 

 

 

作成日 2026 年 1月 28日 

太陽光発電施設の設置予定場所 長野県上田市御嶽堂字峠1916-1 

 

意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

近隣の畑は長らく耕作され

ておらず太陽光転用可否を

確認したい 

住民 
第1種農地は原則転用不可、計画

地は白地で転用申請済みです。 

雨水が道路へ流れる悪影響

が心配 
住民 

浸透トレンチ設置で敷地内処

理。流出増は想定してないで

す。トレンチ規模は調整可能で

す。 

 

排水強度を50年確率等へ上

げてほしい 
住民 

住民意見を踏まえ強度計算を再

検討可能です。変更時は県HPに

て公表します。 

飯沼地区のメガソーラー問

題と同じではないか 
住民 

本計画は低圧小規模で大規模伐

採を行いません。 

既存側溝への悪影響が心配 住民 

現地で確認を行い、トレンチ位

置等を調整予定です。補修対応

の実績あります。 
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意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

下流農地への影響（土砂・

水の流れ） 
住民 

浸透トレンチで敷地内処理を予

定しています。集中排水は無い

設計。 

除草剤は使わないでほしい 住民 

協定書に除草剤不使用の明記可

能です。草刈り年2回以上行いま

す。 

自治会と活動参加や負担金

含め協議してほしい 
住民 

協定書内容は自治会と調整し反

映可能です。自治会と協議いた

します。 

自治会との協定書の内容は

公表されるのか。 

 

住民 

協定書の内容はHP等で公表して

おりません。 

自治会と弊社で保管いたしま

す。 

県が示している条例の元に

行っているのか。 

 

住民 

県が定めた条例の内容に基づい

て事業計画を行っています。 

 

本日の質疑応答はどこかで

開示されるのか。 
住民 

条例により、開示する義務があ

るため、住民説明会後30日間の

意見募集期間を設けたのち、県

のHPにて内容が公表されます。

また個人名等は伏せておりま

す。 
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意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

富士山側隣地住民への説明

不足が心配 
住民 

行政書士を通じて挨拶済です。

再確認いたします。 

周囲が山で計画地位置が分

かりにくい 
住民 

HPと手元資料に図面掲載してい

ます。個別でのご説明をさせて

いただきます。 

パネル破損による有害物質

の流出が心配 
住民 

破損時は即時対応・交換しま

す。流出防止に努めます。 

FITでなく企業供給方式の説

明をしてほしい 
住民 

企業へのPPA供給です。中電に託

送料を支払い、電気を必要とす

る需要家に送電しています。 

造成による土砂崩れ・流出

が心配 
住民 

必要最小限の造成のみ行いま

す。伐採物は適切処理いたしま

す。条例で土砂対策厳格化され

ています。 

長期管理（草刈り・点検）

が不安 
住民 

年2回以上の草刈り・定期点検・

遠隔監視を実施いたします。 
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意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

30日間意見受付の周知不足 住民 
説明会後30日間は意見受付期間

です。県HPで公開いたします。 

 






